
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

地 域 主 権 の 実 現 

 
                                                     

国直轄事業と補助事業の制度の相違 

― １ ― 

 

・大幅な税収減を受け、 

来年度においても、地 

方財政は一層逼迫。 

・地方全体が血のにじむ 

ような行政改革を断行 

し、施策を厳しく 

取捨選択。 

・一方で、国直轄事業負 

担金は、内容が明らか 

にされないまま義務的 

に支出。 
・今年になってこれまで 

に開示された内容を見る限り、補助事業に比べて使い道の制約が甘い。 
  

徹底した情報開示・地方負担金の対象範囲の見直し 

運用改善に止まらず、負担金制度自体の廃止 
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単独事業

補助事業（国直除く）
国直轄事業負担金

億円

直轄事業負担金は 1.4倍

単独事業・補助事業は 0.7倍

19年度までは決算、20年度は最終予算、21年度は当初予算

※一般会計ベース（ただし、平成 20 年度以降は流域下水道事業特別会計への移管分含む） 

 

地域のことが、住民の意思から遠く離れたとこ
ろ＝国で決定されている

霞 ヶ 関

住 民

市 町 村

大 阪 府
自分たちでは決められな
いので、大阪府に聞いて
みよう

国に聞いてみよう

国が決定

まちづくりの提案を
持ってきました
役所で考えてみてく
ださい

【【霞ヶ関・官僚主導の中央集権型システム霞ヶ関・官僚主導の中央集権型システム】】

分
権
改
革

・私たちの思い
が、なかなか
実現されない

・だから、無駄
使いも起こる
のでは

【【自分たちのまちのことは自分たちで決める自分たちのまちのことは自分たちで決める】】

自己決定・自己責任・自己経営

住民に近いところに力を集める

ニア・イズ・ベター

権限
財源

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村霞ヶ関解体・再編

外交・防衛等
国が本来担う

べき事務に特化

住民起点での
地域ニーズに
応じた総合行政

を可能に

・地域における自らのお金（税）の使い方を住民の知恵と工夫、・地域における自らのお金（税）の使い方を住民の知恵と工夫、

参加のもとで自ら判断し、決定。その結果を引きうける。参加のもとで自ら判断し、決定。その結果を引きうける。

・地域コミュニティの充実強化やＮＰＯとの協働など、地域に・地域コミュニティの充実強化やＮＰＯとの協働など、地域に

おけるおける 「自助・共助」をベースに、まずは市町村が身近な行政「自助・共助」をベースに、まずは市町村が身近な行政

サービスを総合的に担う。そして、市町村ができないことを大阪サービスを総合的に担う。そして、市町村ができないことを大阪
府（関西州）が、大阪府（関西州）もできないことを国が担う。府（関西州）が、大阪府（関西州）もできないことを国が担う。

国と地方の役割分担の抜本的見直し 

 

国直轄事業負担金制度の問題 

 国と地方の税収は 国と地方の歳出は 
４：６ ６：４ 

国税：地方税＝５：５を実現すべき 

国 税 
52.7兆円 

地方税 
40.3兆円 

Ｈ19に3兆円の税源移譲

を実現したが、 

法人事業税の国税化（地方

法人特別税）でＨ21に 

△2.6兆円（平年ベース）

の逆移譲 

国 税 地方税

さらに８兆円規模の税源移譲が必要 

Ｈ1９決算ベース 

 

国の歳出 
61.3兆円 

地方の歳出 
87.9兆円 

自治財政権の確立 


